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本
籍
地
以
外
で
も
取
得
可
能
に

　
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
、
戸
籍

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

元
年
法
律
第
17
号
）
が
施
行
さ
れ
、

次
の
①
、
②
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

①
戸
籍
証
明
書
な
ど
の
広
域
交
付

　【
広
域
交
付
制
度
と
は
】

　
本
籍
地
以
外
の
市
区
町
村
の
窓
口

で
も
、
戸
籍
証
明
書
・
除
籍
証
明
書

を
請
求
で
き
る
よ
う
に
な
る
制
度

【
広
域
交
付
で
戸
籍
証
明
書
な
ど
を

請
求
で
き
る
か
た
】

　
本
人
、
直
系
尊
属
（
父
母
、
祖
父

母
な
ど
）
お
よ
び
直
系
卑
属
（
子
、

孫
な
ど
）

【
利
用
の
注
意
点
】

・
戸
籍
証
明
書
な
ど
を
請
求
で
き
る

か
た
が
市
区
町
村
の
戸
籍
担
当
窓
口

で
請
求
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
請
求
は
で

き
ま
せ
ん
。

・
運
転
免
許
証
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
の
顔
写

真
付
き
の
身
分
証
明
書
の
提
示
が
必

要
で
す
。

②
戸
籍
届
出
時
に
お
け
る
戸
籍
証

明
書
な
ど
の
添
付
負
担
の
軽
減

　
例
え
ば
、
本
籍
地
以
外
の
市
区
町

村
に
婚
姻
届
を
提
出
す
る
場
合
、
こ

れ
ま
で
は
戸
籍
証
明
書
の
提
出
を
お

願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、

同
日
以
降
は
戸
籍
証
明
書
な
ど
の
添

付
が
原
則
不
要
と
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
）
か
ら
閲
覧
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
町
民
保
健
課
戸
籍
住
民
係

　
☎︎（
86
）１
１
５
７［
直
通
］

交
通
災
害
共
済
の
加
入
受
付

　　
町
で
は
、
令
和
６
年
度
市
町
村
交

通
災
害
共
済
の
加
入
申
し
込
み
を
受

け
付
け
ま
す
。

　
こ
れ
は
皆
さ
ん
が
掛
け
金
を
出
し

合
い
、
交
通
事
故
に
よ
る
死
亡
、
け

が
の
際
に
災
害
見
舞
金
が
支
給
さ
れ

る
制
度
で
す
。

　
年
齢
に
関
係
な
く
ど
な
た
で
も
加

入
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
加
入
く
だ

さ
い
。

〇
加
入
条
件

　
令
和
６
年
４
月
１
日
現
在
で
長
島

町
に
住
民
票
が
あ
る
か
た

※
学
生
や
出
稼
ぎ
な
ど
で
、
一
次
的

に
転
出
し
て
い
る
か
た
も
加
入
で
き

ま
す
。

〇
加
入
申
し
込
み

　
加
入
申
込
書
と
掛
け
金
を
役
場
総

務
課
ま
た
は
指
江
支
所
総
合
管
理
課

へ
直
接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
掛
け
金

　

加
入
者
１
人
に
付
き
５
０
０
円

（
年
額
）

※
途
中
加
入
者
（
４
月
以
降
の
加
入

も
同
額
）

〇
申
し
込
み
期
限

　
３
月
25
日
（
月
）

〇
共
済
期
間

　
４
月
１
日
～
令
和
７
年
３
月
31
日

※
途
中
加
入
者
は
、
申
込
書
を
受
理

し
た
日
の
翌
日
か
ら
令
和
７
年
３
月

31
日
ま
で

〇
災
害
見
舞
金
給
付
対
象
者

　
国
内
で
自
動
車
や
自
転
車
、
バ
イ

ク
、
電
車
、
船
舶
な
ど
の
交
通
事
故

に
遭
い
身
体
に
傷
害
を
受
け
、
医
療

機
関
で
治
療
を
受
け
た
か
た

等級 災害の程度 見舞金額
１等級 死亡の場合 1,000,000 円
２等級 治療実日数 180 日以上の傷害 180,000 円
３等級 治療実日数 150 日以上 180 日未満の傷害 135,000 円
４等級 治療実日数 120 日以上 150 日未満の傷害 115,000 円
５等級 治療実日数　90 日以上 120 日未満の傷害 95,000 円
６等級 治療実日数　60 日以上　90 日未満の傷害 75,000 円
７等級 治療実日数　30 日以上　60 日未満の傷害 55,000 円
８等級 治療実日数　15 日以上　30 日未満の傷害 35,000 円
９等級 治療実日数　  ７日以上　15 日未満の傷害 25,000 円

災害見舞金の額一覧〇
よ
く
あ
る
問
い
合
わ
せ

質
問

　
見
舞
金
を
請
求
す
る
時
に
提
出
す

る
診
断
書
は
、
組
合
所
定
の
様
式
で

な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
。

回
答

　
加
害
者
側
や
、
自
身
が
加
入
し
て

い
る
損
害
保
険
会
社
な
ど
が
治
療
費

の
支
払
い
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
組

合
所
定
の
診
断
書
で
は
な
く
、
自
賠

責
保
険
（
共
済
）
の
診
断
者
お
よ
び

診
療
報
酬
明
細
書
の
写
し
で
代
用
で

き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
総
務
課
危
機
管
理
係

　
☎︎（
86
）１
１
１
１［
直
通
］


